
令和３年９月１日発行 第４４２号（２３１号） 

 

 未来を語り 未来を創り 未来に残す。    

                               コロナウイルスに勝つには、国民一人一人が会わないことである（？日常生活できますか？） 

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、 
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）  

 

 
 

 

 

 

 

   

今年の夏はオリンピック開催中雨で、それも大雨で、お盆休み中

に雨が降りましたのは、私の経験では初めてではないかと思って

います。梅雨明けにならず、まだまだ梅雨が続くような天気です。

本当に夏の暑いカンカン照りの青空、入道雲を見たくなります。

早く来てね。夏模様残暑が懐かしくなりますね。 

 

令和３年９月吉日 

税理士法人 未来税務会計事務所 

代表社員 (熊本) 西田 尚史 

     (川内)  鍋  清見 

外職員一同 

 

 

 

⑴オリンピックは、古代ギリシャから始まりました。第1回は紀元

前７７６年です。 

⑵オリンピックは、＜平和の祭典です。→ギリシャ１２神のアポロ

ンの神殿で、争いをやめて、技を競う新技会を実行するように＞

これが始まりです。 

⑶オリンピックの語源は、オリンポス山（２９１７ｍ）から来てい

ます。この山には１２神が住んでいます。最高神ゼウス（ギリシ

ャ語）ラテン語ではユピテル、英語ではジュピターと言います。 

⑷選手は男だけで全裸でした。それは体に何も武器を隠していない

という証明です。 

⑸オリンピックは、紀元３９３年まで４年に１度。 

計２９３回古代オリンピックが開催されています。 

⑹近代オリンピックはが開始されたのは、１８９６年発祥の地アテ

ネで第1回が始まりました。 

⑺第1回のときクーベルタン男爵は＜オリンピックは勝つことでは

なく、参加することにこそ意義がある＞と。 

（エッサムファミリー会 ２０２１年８月号より） 

 

 

 東京オリンピックでは、日本人選手のメダル獲得ラッシュに全

国が沸きました。日頃の鍛錬の成果を発揮して優秀な結果を収め

たアスリートらに対しては、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）

や各競技団体からメダルの色に応じた報奨金が送られることと

なります。これらの選手が受け取る報奨金は、かつては全額が「一

時所得」として、所得税を課されていました。しかし、１９９２

年バルセロナ五輪で、当時中学２年生だった岩崎恭子さんが獲得

した金メダルに対して課税がされたことが話題となり、税優遇を

求める声が急増しました。その後、９４年に一定の非課税枠が設

けられると、幾度かの見直しを経て、２０２０年度税制改正でも

拡充が行われいます。 

①選手がＪＯＣから受け取るメダルの報奨金は、 

  金；５００万円 銀；２００万円 銅；１００万円 

  →すべて非課税です。 

②パラリンピックだと、日本障害者スポーツ協会から受け取る報

奨金は、 

  金；３００万円 銀；２００万円 銅；１００万円 

  →すべて非課税です。 

③さらに、それ以外の各競技団体から受け取る報奨金は、オリン

ピック・パラリンピックともに 

  金；５００万円 銀；２００万円 銅；１００万円 

  →すべて非課税です。 

④競技団体によっては、これを上回る 

補償金を出すところも あるので、 

完全に非課税とはなりません。 

（納税通信 第３６８５号より） 

 

 

 

お客様で被害にあわれた方は、できるだけのお手伝いを致します

ので、何なりと担当者等に申し出て下さい。各種色々な支援策が

商工会県市町村でありますので、それぞれの機関にてご相談下さ

いませ。 

♦２０１１年以降に発生した主な豪雨災害♦ 

年 月 名称（通称も含） 主な被害 

2011 7 新潟・福島豪雨 死者4人、全壊17棟 

8-9 台風12号 死者83人、全壊380棟 

2012 7 九州北部豪雨 死者30人、全壊363棟 

2013 10 伊豆大島土砂災害 死者40人 

2014 8 広島豪雨土砂災害 死者77人、全壊133棟 

2015 9 関東・東北豪雨 死者20人、全壊81棟 

2016 8 台風7～11号 死者25人、全壊524棟 

2017 7 九州北部豪雨 死者40人、全壊336棟 

2018 6-7 西日本豪雨 死者224人、全壊6,758棟 

8-9 台風21号 死者14人、全壊59棟 

2019 8 九州北部豪雨 死者4人、全壊87棟 

9 台風15号・19号 死者104人、全壊3,308棟 

2020 7 人吉、芦北7月豪雨 死者84人、全壊1,620棟 

♦被災時の主な税制特例♦ 

法 人 税 
過去に納めた税額から災害による損失を還付 

なお損失が残る時は所得税からも還付 

相 続 税 
相続後に被災すれば不動産を被災直後の価値

で評価。 

固 定 資 産 税 被害を受けた機械装置などは特別償却が可能 

印 紙 税 
被災から５年間、銀行との融資契約書の印紙税

を非課税。 

住宅ローン減税 住めなくなった家と再建する家の両方に適用 

事業承継税制 猶予を受けるための条件を免除 

住宅取得資金の

贈 与 特 例 
「居住要件」を免除 

（税理士新聞第1710号8月25日号） 

 

 

〇９月１０日 

 ８月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

 

 

 

熊本県の補助金 
 
①飲食店の衛生管理設備導入等支援補助金 

目 的 
県認証制度の基準に沿った衛生管理設備導入等に

取り組む飲食店を支援し、感染防止対策を推進 

対 象 者 
県認証制度の基準に沿った衛生管理設備導入等に

取り組む飲食店 

残 暑 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す 

オ リ ン ピ ッ ク に つ い て 

オリンピックで貰った金・銀・銅の課税は？ 

コロナ禍による休業・豪雨災害による休業の支援 

～ ～ ９ 月 の 税 務 ～ ～ 

中 小 企 業 者 向 け 補 助 金 ・ 支 援 金 
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チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

補 助 金 額 

５０万円 

施設の構造等により換気設備の改修が必要となる

場合は上限１００万円 

補 助 率 ９/１０ 

募 集 期 間 締切；令和４年２月２８日 

 

②熊本県宿泊事業者による感染防止対策等支援補助金 

目 的 
宿泊事業者が取り組む感染症対策や、ポストコロ

ナも見据えた前向きな投資を広く支援 

対 象 者 宿泊施設 

補 助 金 額 
１２０万円～７５０万円 

※宿泊施設の主要人数によって変わる 

補 助 率 ３/４ 

募 集 期 間 締切；令和３年１１月３０日 

鹿児島県の補助金 

①鹿児島県事業継続一時支援金 

目 的 

県による飲食店への営業時間短縮要請や県外との

往来自粛要請等に伴い、事業収入が大きく減少し

ている県内事業者を支援 

対 象 者 

①資本金１０億円未満or従業員人数2,000人以下 

②対象期間において、県による飲食店への営業時

間短縮要請や県外との往来自粛要請等に伴い、

２０１９年又は２０２０年同月比で事業収入が

５０％以上減少した月があること 

③２０２１年４月以前から事業により事業収入を

得ており、今後も事業継続する意思があること。 

①②③すべて満たす者 

支 給 額 給付上限額３０万円 

対 象 期 間 ２０２１年５月から６月 

申 請 期 間 
締切；令和３年９月７日（火） 

   ※当日消印有効 

 

②宿泊施設感染防止対策等支援事業費補助金 

目 的 
県内の宿泊事業者が行う感染防止対策及び需要創

出のための取組に係る費用の一部支援 

対 象 者 宿泊施設 

支 給 額 上限金額；７５０万円 

補 助 率 ３/４以内 

募 集 期 間 締切；令和３年１２月２８日 

 

国の支援金（経済産業省関連） 

①月次支援金 

目 的 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響緩和 

対 象 者 

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又はが外出

自粛の影響を受けている 

②２０１９or２０２０年比で２０２１年の同月比

売上が５０％減少している２０２１年の月 

①・②を満たす者 

支 援 金 額 
中小法人等；上限２０万円/月 

個人事業者等；上限１０万円/月 

対 象 期 間 ２０１９年or２０２０年における対象月と同じ月 

募 集 期 間 

６月分の締切；８/３１ 

７月分の締切；９/３０ 

８月分の締切；１０/３１ 

※その他多数ありますので別紙をご覧ください。 

 

 

 

 

当事務所では、相続・事業承継に関する様々な疑問にお答えす

るために、個別相談会を開催致します。 

日  時：「 毎 週 水 曜 日 9：00～16：00の時間」 

※上記の時間帯は先着順での受付と 

 なるため、ご希望の時間帯に沿えない場合がございます。予

め  ご了承ください。 

※上記日程以降も毎月個別相談

会を開催予定としております。

また、電話相談は正確なアドバ

イスができませんので、一切行

っておりません。この機会に是

非ご参加下さいませ。 

 

毎週水曜日無料相談会を開催します！ 

 

緑の山々と歴史と文化、そして笑顔あふれる南関町。豊かな自

然は多彩な農産品も育ててくれます。 

私たち「やさい畑」は、そんな町の生産者有志たちが結集し、

新鮮で安心の農産物を多くの皆様に味わっていただきたく創設

した農家直売の販売所です。木の香り漂う店内には、とれたて

の野菜をはじめ、果物・加工品・米など自慢の品々が勢ぞろい。

季節のイベントも企画し、他所にないこだわりと真心でお客様

と一緒に彩りある暮らしをご提案いたします。夕食のお買い物

やドライブのご休憩など、お気軽にお立ち寄りくださいませ。 

 

主な年間催し 

1月/初売り 

4月/たけのこ祭り、関所健康マラソン大会出店   

10月/新米キャンペーン  

11月/秋の大収穫祭、南関町ふるさと関所祭り出店  

 

【お問合せ先】 

〒8610811 熊本県玉名郡南関町小原674-1 

TEL：098-53-3399 FAX:0968-82-7020 

 

             

㈲ や さ い 畑 


